
＜修　繕＞

1 修繕名称  総合体育会館メインアリーナ中央監視用センター装置修繕

2 施行場所 横須賀市不入斗町１－２　　

3 修繕物件 中央監視用センター装置

4 修繕内容 別紙「特記仕様書」のとおり

5 履行期間 　契約の日から令和 ２ 年　３　月13　日まで

6 特記事項 撤去品は引取りのうえ、適正に処分すること

7 契約方法  　総価による物件修繕請負契約

　１　部分払い：しない　

　２　修繕完了後、一括払い

9 施行監理  　現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。

10 その他事項 　この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

　文化スポーツ観光部スポーツ振興課　　長谷川　　046－822－8444

仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に
基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入
経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

 

＜指示又は希望事項＞

グリーン購入

8 支払方法

 総合体育会館メインアリーナ中央監視用センター装置修繕 仕様書



総合体育会館メインアリーナ中央監視用センター装置修繕特記仕様書 

 

１ 修繕概要 

  総合体育会館メインアリーナ監視室に設置されている中央監視用センター装置の更新

作業を行う。  

 

２ 設置機器仕様 

  中央監視用ＰＣ本体：パナソニック製エアテグラ内臓 

富士通株式会社 ＥＳＰＲＩＭＯ Ｊ５２９ＦＡ ＳＳＤ 

  無停電電源装置：常時商用給電方式 

 

３ 現在使用中の機器仕様(参考) 

  メーカー名：Ｎａｔｉｏｎａｌ ＢＡシステム Ａｉｒｔｅｇｒａ  

  形 式 記 号：ＢＮＡＥ１４０２０ 

  種 別：壁掛型 Ａｉｒｏｐｔｙ対応 200 点 

 

４ 機器の設置場所及び既設筐体について 

① 機器設置場所 

監視室に設置されている既設筐体内とする。（別紙） 

② 既設筐体 

既設筐体・扉・表示パネルは再利用とする。 

 

５ 作業手順  

① 調査・確認 

    既設関連機器の現在状態を調査・確認後、手順等の確認を行う。 

  また、作業計画上、施設側に影響のある場合(騒音･振動･停電等)は、市監督員 

及び施設管理者と協議を行う。 

  ② 養生・準備 

   作業場所において、交換作業を行う際、周辺機器等に支障が無いよう養生を行う 

こと。 

現地にて、事前にデータのバックアップ作業を行うこと。 

 ③ 各種取り外し 

   既設機器設備一式の取り外し、撤去を行う。この際、他の設備（電気・消防・ 

監視等）の連動について、十分確認を行い、事前処理を行うこと。 

   取り外した各部品及び廃材は、分別の上、適正な処理及び処分を行うこと。 

 



 ④ 各種取り付け 

  新規設備一式の取り付けを行う。 

  取り外した各機器と取り付けする部品を比較し、取り付けに問題の無い事を確認の上、 

  新規機器の取り付けを行うこと。 

 ⑤ 試験・調整 

   新規設備一式取り付け後、正常に使用、動作する事を確認すること。 

 ⑥ 完了 

   養生撤去し清掃後、市監督員の確認を受けること。 

   各機器の操作マニュアルを作成し、市監督員及び施設管理者への操作説明を行う 

   こと。 

 

６ 作業記録の報告 

 ①作業前の状況確認を行い、写真記録を撮ること。 

 ②作業中及び完了の写真記録を撮ること。 

 ③作業終了後、作業前確認記録及び作業後確認記録について、写真を添えて提出する 

こと。また、完成図、サービス体制表、故障連絡先、保証書等も併せて提出すること。 

 

７ 注意事項 

 ①作業にあたっては、十分な安全計画を立て施工すること。また、作業中に発生した 

  事故については、発注者の重大な過失が無い限り、発注者はその責めは負わないもの 

とする。 

 ②作業当日の乗り入れ作業車は最低限とする。 

 ③作業により発生した廃棄物や梱包材等は請負者の責任により適正な処分を行うこと。 

 ④この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに別途協議するものと 

 する。 

 


